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	AnyFone JAPANアフィリエイトプログラム 利用規約_20260625.pdf
	第1条 （定義）
	本規約における各用語の意味は次の通りとします。
	1. 「申込者」とは、本プログラムへの参加を希望し、当社所定の方法により参加登録を行った者をいいます。
	2. 「パートナー」とは、申込者のうち、当社の承認を受け、本プログラムへの参加する者いいます。
	3. 「パートナーメディア」とは、パートナーが自ら運営管理又は利用するソーシャルメディア・ウェブサイト、ブログ、動画配信チャンネル、その他本プログラムの対象となるものとして当社が指定する媒体をいいます。
	4. 「アフィリエイトリンク等」 とは、対象商品に関する固有のURL、ハイパーリンク、バナー、ボタン、クーポンコードその他これらに類する表示手段をいいます。
	5. 「エンドユーザー」とは、パートナーが掲載したアフィリエイトリンク等を通じ、当社の指定する対象商品ページへ移動、又は移動しようとしている者をいいます。
	6. 「成果」とは、パートナーが掲載したアフィリエイトリンク等を経由して、エンドユーザーが対象商品の購入を完了し、当社のアフィリエイト管理システム上に記録され、当社が有効と認めた結果をいいます。
	7. 「成果報酬」とは、前号に定める成果が発生した場合に、当社がパートナーに対して支払う報酬をいいます。

	第2条 （本プログラムの内容）
	第3条 （参加登録）
	1． 申込者は、本規約の内容を遵守することに同意の上、当社所定の手続きに従って当社所定の登録フォームに必要事項を入力し、本プログラム利用に関する参加登録を行うものとします。
	2． 当社は、申込者又はパートナーに対し、登録情報の確認又は本人確認のため、身分証明書、銀行口座情報、SNSアカウント情報その他必要資料の提出を求めることができるものとします。
	3． 当社は、必要に応じて登録情報の追加、修正又は更新を求めることができるものとします。
	4． 当社は、申込者又はパートナーが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、参加申込みを承認せず、又は承認後に登録を取り消すことができるものとします。
	（1） 未成年者であり、法定代理人の同意を得ていない場合
	（2） 登録情報に虚偽又は誤記があった場合
	（3） 過去に本規約その他当社の定める規約に違反したことがある場合
	（4） 公序良俗に反する行為を行った場合
	（5） 当社の業務遂行上又は技術上著しい支障が生じるおそれがあると認められる場合
	（6） 成果報酬の不正取得を目的とする申込みであると当社が判断した場合
	（7） 暴力団、暴力団関係企業、総会屋その他これに準ずる者（関係者や親族を含む）であることが判明した場合
	（8） その他当社が不適当と判断した場合

	5． 当社は、申込者又はパートナーの登録情報およびパートナーによる本プログラムの利用に関して取得した情報を、別途定める「個人情報保護方針」に従い取り扱います。申込者又はパートナーは、これに同意するものとします。

	第4条 （掲載および管理）
	1． 当社は、パートナーの登録情報を確認後、当社所定の方法により、パートナーに対してアフィリエイトリンク等を発行し、利用を許諾するものとします。
	2． パートナーは、当社所定の方法に従い、パートナーメディアにアフィリエイトリンク等を掲載するものとします。当社がアフィリエイトリンク等の掲載方法、掲載先、表示内容その他の条件を定めた場合、パートナーはこれに従うものとします。
	3． パートナーは、パートナーメディアに掲載する投稿、記事、動画その他一切のコンテンツ（以下「掲載コンテンツ」といいます。）の内容および管理について、一切の責任を負うものとします。
	4． パートナーは、前項の掲載コンテンツの作成、掲載、更新、修正、削除ならびにアフィリエイトリンク等の利用にあたり、本規約および別途書面にて通知する「AnyFone JAPANアフィリエイトプログラム掲載ガイドライン」（以下「ガイドライン」をいいます。）を遵守するものとします。
	5． パートナーは、法令、本規約又はガイドラインに違反し、又は当社が不適切と判断する内容を掲載してはならないものとします。

	第5条 （成果報酬）
	1． 当社は、パートナーに対し、成果が発生した場合、エンドユーザーの購入金額の10％を成果報酬として支払うものとします。
	2． 当社は、エンドユーザーの購入数及び購入金額（以下、「購入情報」といいます。）をアフィリエイト管理システム上で特定できるようにし、購入情報をパートナーに共有するものとする。
	3． 次の各号に該当する場合、成果報酬の対象外とします。
	（1） 対象商品の購入がキャンセルされた場合
	（2） 対象商品の返品又は返金が行われた場合
	（3） 不正注文、不正取得又は不正な成果発生と当社が判断した場合
	（4） 自己購入その他当社が不適切と判断した場合
	（5） その他当社が成果として不適当と判断した場合


	第6条 （成果報酬の支払方法）
	1． 当社は、前条に定められた購入情報及び成果報酬を毎月末日で締め切り、翌月10営業日以内にパートナーに対し、当社が指定する方法により通知するものとします。
	2． 当社は、当月の成果報酬総額が5,000円に満たない場合、翌月以降の成果報酬と合算して支払うものとします。但し、最後に成果が発生した月の翌月から起算して3か月間新たな成果が発生しなかった場合には、当該時点における未払の成果報酬総額が5,000円未満であっても、これを支払うものとします。
	3． 当社は、通知の翌月末日までに、パートナーが本プログラムに関して当社所定のシステム上に登録した日本国内銀行口座に現金振込（日本円）にて支払うものとします。振込手数料は当社負担とします。
	4． 前項の口座情報その他成果報酬の支払に必要な情報について、未登録、記載不備、誤記その他支払手続に支障がある事由がある場合、当社は成果報酬の支払を留保するものとします。

	第7条 （著作権等の知的財産権）
	1． 本プログラムに関連する商標、ロゴ、バナー、広告素材その他著作権およびこれらに関する一切の知的財産権（以下「知的財産等」といいます。）は、すべて当社に帰属します。
	2． 当社は、パートナーに対し、本プログラムの参加期間中に限り、本プログラムの利用目的の範囲内でのみ、当該知的財産等を非独占的に使用する権利を付与します。

	第8条 （権利の譲渡）
	1． パートナーは、当社が別途許可している場合を除き、本規約に基づいて提供される本プログラムに係る権利義務を第三者に譲渡、売買、貸与又は担保設定してはならないものとします。
	2． 当社は、パートナーが前項に違反した場合又は違反するおそれがあると当社が判断した場合、事前の通知なく、本プログラムの全部又は一部の提供を停止し、又は登録を取り消すことができるものとします。

	第9条 （秘密保持）
	第10条 （反社会的勢力の排除）
	1． パートナーは、次の各号に定める事項を表明し保証します。
	（1） パートナーが参加登録日において、自己（法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。）又は、自己の代理人若しくは媒介をする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又は暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力（以下これらを総称して「反社会的勢力等」という。）ではなく、今後もそのようなことはないこと。
	（2） パートナーが、反社会的勢力等と社会的に排除されるべき関係を有しておらず、今後もそのようなことはないこと。
	（3） パートナーが、相手方との契約に関連する業務の遂行において、反社会的勢力等と知りながらその業務の全部又は一部を遂行させてはおらず、今後もそのようなことはないこと。

	2． 当社は、パートナーが前項に違反した場合、何ら催告なく登録を取り消し、又は本プログラムの提供を停止できるほか、これにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。

	第11条 （変更）
	1． 当社は、本プログラム内容又は成果報酬条件の変更、アフィリエイト管理システムの仕様変更その他本プログラムの運営に関する事項、又は法令等の制定又は改廃その他諸般の事情により、本規約を変更することができるものとします。
	2． 当社は、前項の変更を行う場合、本規約を変更する旨ならびに変更後の規約の内容および効力発生時期を明示して、パートナーに対し、当社が指定する方法により通知又は公表します。
	3． パートナーは、本規約の変更後に本プログラムを継続利用する場合、変更後の規約に同意したものとみなします。

	第12条 （解除）
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